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介護予防・日常生活支援総合事業 

第１号訪問事業（指定訪問介護相当サービス事業）重要事項説明書 

 

 

            様が利用しようとお考えのサービス提供にあたり、契約を

締結する前に知っておいていただきたい内容を説明します。わからないことがありま

したら、遠慮なく質問してください。 

 

１ サービスを提供する事業者について 

事業者名称 特定非営利活動法人 ほがらか 

代表者氏名 理事長  丸 山 敏 弘 

所 在 地 

連 絡 先 

豊中市服部本町３丁目１番３号 

 ℡ 06-6862-5816  Fax 06-6862-5817 

 

２ ご利用者へのサービスを提供する事業所について 

事業所名称 特定非営利活動法人 ほがらかケアセンター 

事業所番号 豊中市指定  2774001867 

所在地 

連絡先 

豊中市服部本町３丁目１番３号 

 ℡ 06-6862-5816  Fax 06-6862-5817 

管 理 者  田中あや子 

事業所の通常の 

事業の実施地域 
豊中市 

 

３ 事業の目的及び運営方針 

事業の目的 

要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り

居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、

排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことによ

り、安心して日常生活を過ごすことができるよう、第１号事業を

提供することを目的とする。 

運営方針 

事業者は、利用者の心身の状態や家庭環境を踏まえ、介護保険法

その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や

事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図り

ながら、利用者の要支援状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介

護状態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努めま

す。 
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４ 事業所窓口の営業日及び営業時間 

 営  業  日 
月曜日から金曜日 

（ただし、祝日、12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く。） 

営 業 時 間 午前９時から午後５時までとする 

サービス提供日 日曜日から土曜日 

サービス提供時間 午前８時から午後８時までとする。 

 

５ 事業所の職員体制 

管 理 者 田中あや子 

 

職種 職 務 内 容 人数 

管理者 

・職員及び業務の管理を一元的に行います。 

・職員に、法令等の規定を遵守させるため必要な

指揮命令を行います。 

常勤１名 

（サービス提供

責任者兼務） 

サービス提供 

責任者 

・利用申込みに係る調整を行います。 

・訪問介護相当サービス計画の作成並びに利用者

等への内容・利用料金等を説明し、同意を得て

交付します。 

・訪問介護相当サービス計画の実施状況の把握及

び訪問介護相当サービス計画の変更を行いま

す。 

・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を

定期的に把握します。 

・サービス担当者会議への出席等により、介護予

防支援事業者等との連携を図ります。 

・訪問介護員に対し、具体的な支援目標及び支援

内容を指示するとともに、利用者の状況につい

ての情報を伝達します。 

・訪問介護員等の業務の実施状況を把握します。 

・訪問介護員等に対する研修、技術指導を行いま

す。 

・その他サービス内容の管理について必要な業務

を実施します。  

常勤１名 

（管理者兼務） 

 

非常勤１名 

訪問介護員 

・訪問介護相当サービス計画に基づき、日常生活

を営むのに必要な訪問介護相当サービスを提供

します。 

２０名 

（ただし、事業

の状況により増
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・サービス提供責任者が行う研修、技術指導等を

受けることで介護技術の進歩に対応し、適切な

介護技術をもってサービス提供します。 

・サービス提供後、利用者の心身の状況等につい

てサービス提供責任者に報告を行います。 

・サービス提供責任者から、利用者の状況につい

ての情報伝達を受けます。 

減することがで

きる。） 

 

６ 提供するサービスの内容 

 第１号訪問事業（訪問介護相当サービス事業）は、訪問介護員等が居宅を訪問し、

入浴、排せつや食事等の介助、調理、洗濯や掃除等の家事など、日常生活上の世話を

行なうサービスです。 

 具体的には、サービスの内容により、以下の区分に分けられます。 

 

７ サービスの利用料及び利用者負担額等 

   別紙に記載しています。 

 

８ サービスの提供に関する留意事項 

 ①サービス提供を行うヘルパー 

   サービス提供時に担当のヘルパーを決定します。 

 ②ヘルパーの交代 

   選任されたヘルパーの交代を希望される場合は、当該ヘルパーが業務上不適当

と認められる事情、その他交代を希望する理由を明らかにして、事業所に対して

ヘルパーの交代を申し出ることができます。ただし、利用者から特定のヘルパー

を指名することはできません。 

   事業所は事業所の都合によりヘルパーを交代することがあります。ヘルパーを

交代する場合は、利用者及びその家族に対してサービス利用上の不利益が生じな

いように十分に配慮するものとします。 

身体介護 

利用者の身体に直接接触して行なう介助や日常生活を営むのに必

要な機能を高めるための介助や専門的な援助を行ないます 

 例） 起床・就寝介助、排泄介助、身体整容、食事介助、更衣介

助、清拭、入浴介助、体位変換、服薬介助、通院介助など 

生活援助 

家事を行なうことが困難な利用者に対して、家事の援助を行ないま

す 

 例） 調理、洗濯、掃除、買物、薬の受け取り、衣服の整理・補

修など 
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 ③ヘルパーの禁止行為 

   ヘルパーは、サービスの提供にあたって次の行為は行いません。 

   ⑴ 医療行為 

   ⑵ 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類の預かり 

   ⑶ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

   ⑷ 利用者の同居家族に対するサービス提供 

   ⑸ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供（大掃除、庭掃除等） 

   ⑹ 利用者の居宅でのヘルパーの飲酒、喫煙、飲食 

   ⑺ その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、そ

の他迷惑行為 

 ④サービスの実施に関する指示、命令 

   サービス実施に関する指示・命令はすべて事業所が行います。ただし、事業所

はサービス実施にあたって利用者の事情や意向に十分配慮するものとします。 

 ⑤備品等の使用 

   サービス実施のために必要な備品（台所用品、掃除機等）や水道・ガス・電気

等は無償で使用させていただきます。ヘルパーが緊急事態もしくは関係機関との

調整等で電話する場合も同様でお願いします。 

 ⑥買物等の金銭の取り扱い 

   原則として、ヘルパーは訪問してから買物の内容を確認し、必要な金額をお預

かりして買物に出かけます。買物ノートにお預かりした金額、品物、つり銭を記

入し、必ず内容を双方が確認するものとします。 

 

９ サービスの提供にあたって 

 ①サービス提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、

要支援認定の有無、要支援認定の有効期間等）、負担割合証を確認させていただ

きます。被保険者証等の内容に変更があった場合は速やかに当事業所までお知ら

せください。 

 ②利用者に係る介護予防支援事業者等が作成する「介護予防サービス計画書」に基

づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、訪問介護相当サービスの目標、当該目

標を達成するための具体的なサービス内容等を記載した「訪問介護相当サービス

計画書」を作成します。なお、作成した「訪問介護相当サービス計画書」は、利

用者又は家族にその内容の説明を行い、同意を得たうえで交付します。 

 ③サービスの提供は「訪問介護相当サービス計画書」に基づいて行います。なお「訪

問介護相当サービス計画書」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、

必要に応じて変更することができます。 
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１０ 緊急時の対応について 

 介護サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、事

前に作成した「緊急連絡先」一覧表に従い、速やかに家族、主治医、関係機関に連絡

します。 

 

１１ 事故発生時の対応について 

 当事業所が利用者に対してサービス提供により事故が発生した場合には、速やかに

利用者の家族・市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 また、当事業者が利用者に対して行ったサービス提供により賠償すべき事故が発生

した場合には、損害賠償を速やかに行います。 

 

１２ 虐待の防止について 

 事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要

な措置を講じます 

 （１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

 （２）虐待防止のための指針を整備しています。 

 （３）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果につい

て従業者に周知徹底を図っています。 

 （４）訪問介護員等に対して、虐待防止のための研修を実施しています。 

（５）サービス提供中に当該事業所職員又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に

養護するもの）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速や

かに市町村に通報します。 

 

 

 

 

１３ 身体拘束の禁止について 

 事業所は、サービスの提供にあたっては、利用者の生命又は身体を保護するため緊

緊急連絡先 

氏  名                 続柄     

住  所                      

電話番号                      

主 治 医 
 医療機関名                    

 電話番号                     

虐待防止に関する責任者 管理者  田中あや子 
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急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いませ

ん。 

 なお、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記載します。 

 

１４ 衛生管理等 

事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所

の設備及び備品等の衛生的な管理に努めています。 

 （１）事業所において感染症が発生し又はまん延しないように、感染症の予防及び

まん延防止のための指針を作成しています。 

 （２）感染症の予防及びまん延防止のための適切な対応を行なうための委員会を設

置しています。 

 （３）従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的

に実施しています。 

 

１５ 業務継続計画等の策定等について 

事業所は、感染症や自然災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を

継続的に実施するための計画及び早期の業務再開を図るための計画を作成していま

す。 

 （１）職員に対し業務継続計画を周知するとともに、必要な研修や訓練を定期的に

実施しています。 

 （２）定期的に業務継続計画の見直しを行ない、必要に応じて業務継続計画の変更

を行ないます。 

 

１６ 秘密保持と個人情報の保護について 

利用者及びそのご家族に関

する秘密の保持について 

①事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の

保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り

扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り

扱いに努めるものとします。 

②事業者及びその従業者は、サービスを提供する上で

知り得た利用者及びそのご家族に関する秘密を正

当な理由なく、第三者に漏らしません。事業所退職

後も継続するものとします。 

③この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継

続します。 
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１７ サービス内容の見積もりについて 

  このサービス内容の見積もりは、訪問介護相当サービス計画に沿って、事前にお

伺いした日常生活の状況や利用の意向に基づき作成したものです。 

 

①サービス提供責任者（訪問介護相当サービス計画） 

 

 

 

 

②提供予定のサービス内容と利用料、利用者負担額 

 
訪問時間帯 サービス内容 利 用 料 

利用者 

負担額 

月 ～  

月額 

日額 

 

   円 

月額 

日額 

 

円 

火 ～  

水 ～  

木 ～  

金 ～  

土 ～  

日 ～  

 

③１か月あたりのお支払額（利用者負担額）の目安 

お支払いの目安額 月額            円 

個人情報の保護について 

①事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限

り、サービス担当者会議等において利用者の個人情

報を使用しません。また、利用者のご家族の個人情

報についても、予め文書で同意を得ない限りサービ

ス担当者会議等で使用しません。 

②事業者は、利用者及びそのご家族に関する個人情報

が含まれる記録物については、善良な管理者の注意

をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏え

いを防止するものとする。 

サービス提供責任者  
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※ この金額は概算であり、実際のお支払いはサービス内容やご利用状況等により変

動します。 

 

１８ 苦情処理の体制及び手順について 

 苦情または相談があった場合には、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ

て訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行い、利用者の立場を考慮しながら

事実関係の特定を慎重に行います。 

相談担当者は把握した状況を管理者とともに検討し、当面及び今後の対応を決定し

ます。 

対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へは

必ず対応方法を含めた結果報告を行います。 

 （時間を要する内容も、その旨を翌日までには連絡します。） 

 

苦情申し立ての窓口 

【事業所の窓口】 

特定非営利活動法人 

ほがらかケアセンター 

所在地 豊中市服部本町３丁目１番３号 

電 話 ０６－６８６２－５８１６ 

ＦＡＸ ０６－６８６２－５８１７ 

受付時間 9:00～17:00（月～金、ただし、祝日・12月 29

日から１月 3日を除く） 

【市町村の窓口】 

【豊中市福祉部長寿社会政策課】 

所在地 豊中市中桜塚３丁目１番１号 

電 話 ０６－６８５８－２８３８ 

ＦＡＸ ０６－６８５８－３１４６ 

受付時間 8:45～17:15（月～金、ただし、祝日・12月 29

日から１月 3日を除く） 

【『話して安心、困りごと相談』】 

所在地 豊中市中桜塚３丁目１番１号 

電 話 ０６－６８５８－２８１５ 

ＦＡＸ ０６－６８５４－４３４４ 

受付時間 9:00～17:15（月～金、ただし、祝日・12月 29

日から１月 3日を除く） 
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【公的団体の窓口】 

【大阪府国民健康保険団体連合会】 

所在地 大阪市中央区常盤町１丁目３番８号 

      （中央大通 FNビル内） 

電 話 ０６－６９４９－５４１８ 

受付時間 9:00～17:00（月～金、ただし、祝日・12月 29

日から１月 3日を除く） 

 

１９ サービスの利用開始年月日 

 

 

 

 

２０ 重要事項説明の年月日 

 

 

 

 

 

 以上の内容について、「豊中市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定める要綱（平成 29 年豊健高第 2959 号）」第９条の規定に基づき、

利用者に説明を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

サービスの利用開始年月日 令和   年   月   日 

この重要事項説明書の説明年月日 令和   年   月   日 

事
業
者 

所 在 地  豊中市服部本町３丁目１番３号 

法 人 名  特定非営利活動法人 ほがらか 

代表者名   理事長  丸 山 敏 弘     ㊞ 

事業所名   特定非営利活動法人 ほがらかケアセンター 

説明者氏名     
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 以上の説明を事業者から確かに受けました。 

 

利用者 

住 所 
 

℡ 

氏 名                     

 

代理人 

住 所 
 

℡ 

氏 名                     
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第１号訪問事業（指定訪問介護相当サービス事業）重要事項説明書（別紙） 

 

 

訪問介護相当サービスの利用料及び利用者負担額等 

 

① 利用料及び利用者負担額 

 

※ 初回加算は、新規に訪問介護相当サービス計画を作成し、同月内にサービス提供

責任者が自らサービスを行なう場合又は訪問介護員がサービス提供を行なう際に

サービス提供責任者が同行した場合に算定します。 

 

※ 介護職員処遇改善加算は、介護職員等の処遇を改善するために賃金改善や資質向

上等の取り組みを行なう事業者に認められる加算で、区分支給限度額の対象外と

サービス名称 利用料 
利用者負担額 

（１割） 

利用者負担額 

（２割） 

利用者負担額 

（３割） 

週当たりの回数を定める場合 

週１回程度の利用 １２，７４７

円 

１，２７５円 ２，５５０円 ３，８２５円 

週２回程度の利用 ２５，４６３

円 

２，５４７円 ５，０９３円 ７，６３９円 

週２回程度を超える利用 

要支援２ 

４０，４００

円 

４，０４０円 ８，０８０円 １２，１２０

円 

月当たりの回数を定める場合《１回当たり》（月の上限あり） 

標準的な内容のサービス ３，１１１ 

円 

３１２円 ６２３円 ９３４円 

生活援助 45 分未満 １，９４０ 

円 

１９４円 ３８８円 ５８２円 

生活援助 45 分以上 ２，３８４ 

円 

２３９円 ４７７円 ７１６円 

20 分以内の身体介護 １，７６６ 

円 

１７７円 ３５４円 ５３０円 

加 算 

初回加算 

（初回利用月のみ） 

２，１６８ 

円 

２１７円 ４３４円 ６５１円 

介護職員処遇改善加算Ⅲ 月利用料の 

182/1000 

左記の１割 左記の２割 左記の３割 
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なります。 

 

②その他の費用について 

サービス提供にあたり必要となる、利

用者の居宅で使用する電気、ガス、水道

代 

ご利用者の負担となります。 

通院介助時におけるヘルパーの交通費 ご利用者の負担となります。 

 

③利用者負担額等の請求及び支払方法について 

  ⑴請求方法 

    利用者負担額等の請求はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額

により請求いたします。 

    上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月にご利用者あてにお届

けします。 

  ⑵支払方法 

    請求書をお届けした後、遅滞なく現金にてお支払いください。支払い後領収

書をお渡ししますので、必ず保管をお願いします。（医療費控除の請求の際に

必要となることがあります。） 

  ※ 正当な理由がないにもかかわらず支払いが２か月以上遅延し、支払いの督促

から７日以内に支払いがない場合は、サービス提供の契約を解除したうえで、

未払い分をお支払いただくことがあります。 

 

 

 

 


